
乙訓地域リハビリ支援センターのご案内

在宅・施設・病院で従事している医療、
介護職を対象にステップアップ研修会
を開催しています。

医療・リハビリ従事者研修会

居宅や包括支援センターのケアマネ
ジャー、訪問事業所で従事されている方
をはじめ関係各所と事例検討会を開催
しています。

事例検討会

地域包括支援センターや関係各所等
に対してリハビリ関連やその他におい
ても相談や提案等をさせて頂きます。

会議への参加訪問相談・指導

リハビリ専門職が自宅や施設へ訪問し
ポジショニングや介助方法、住宅改修
や福祉用具のアドバイスを行っています。
※嚥下機能の評価も承ります。

訪問リハビリとの違いは？

直接対象者にリハビリを行うのでは

なく、対象者の周囲で支援している

いる方々に対しての相談です。

どうやって相談を依頼するの？

電話やメールまたはFAX、なんでも結構

です。確認次第、支援センターからお電

話致します。（裏面に申し込み用紙）

どこでも訪問可能なの？

乙訓地域内であれば在宅だけで

なく、デイサービスや施設等に

も訪問致します。

当支援センターでは、皆様が住み慣れた地域で安心して
その人らしい生活が送れるようにリハビリ職の立場から

支援・援助を致しております。
高齢者はもちろん、小児・成人の方々についても
お困りごとがありましたら、どんなことでも

是非、ご相談ください。

リハビリ支援センターはこんなことやってます

※リスク管理のため、かかりつけ医の許可をお願いします。



乙訓地域リハビリテーション支援センター 宛

（京都済生会病院リハビリテーション科内）
TEL：０７５－９５５－０１１１（代表）
FAX：０７５－９５４－８２５５
メール：otokuni-rh＠y7.dion.ne.jp

地域リハビリテーション支援センター相談申込用紙

申込日

依頼者氏名

職種

所属施設

TEL

FAX

メールアドレス

相談内容 （対象者の氏名等はイニシャルを用いる等、
個人が特定されないようにご配慮願います）
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